
合併協議会の協議状況等 平成18年４月１日現在

１　合併協議会事務局の概要
合併協議会の名称

構成市町村名

会長名 事務局長名 事務局市町村職員数 7名

協議会の開催日

合併の方式

合併の期日

市町村の名称

事務所の位置

財産の取扱い

議員定数・任
期

農業委員会委
員定数・任期

地方税の取扱
い

事務組織・機
構

町名・字名の
取扱い

その他（地域
審議会）

平成17年1月31日

ＴＥＬ0930－32－3910

ＦＡＸ0930－32－3763

　町・字の区域及び名称の取扱いについては、次のとおりとする。
　町・字の区域については従前どおりとする。
　名称については、合併時までに調整する。

　地域自治区、地域審議会の取扱いについては、次のとおりとする。
　地域自治区及び地域審議会については、設置しないものとする。

　新町の事務所の位置については、次のとおりとする。
１　新町の事務所の位置は、当分の間、現在の勝山町役場（勝山町大字上田960番地）とし、現在の犀川町役場
を犀川支所、豊津町役場を豊津支所とする。
２　城井支所を城井出張所、伊良原支所を伊良原出張所とする。
３　庁舎の利用方式は、本庁方式とし、各町の現庁舎に窓口業務を置く。ただし、本庁の施設規模を考慮し、本
庁以外の庁舎に本庁の機能を一部分散する。

　合併の期日については、次のとおりとする。
　合併の期日は、平成18年３月20日とする。

設置年月日

〒824-0821　勝山町大字上田960
　　　　　　（勝山町役場内）

事務局の連絡先

京都地域３町合併協議会

事務局所在地

ホームページアドレス

　新町の名称については、次のとおりとする。
　新町の名称は、「みやこ町」とする。

　地方税の取扱いについては、次のとおりとする。
１　町民税
（１）個人町民税については、標準税率とする。
（２）法人町民税
　　　均等割については、標準税率とする。
　　　法人税割については、勝山町及び豊津町の例による。
２　固定資産税、軽自動車税及び鉱産税
　固定資産税、軽自動車税及び鉱産税については、標準税率とする。
３　町たばこ税及び特別土地保有税
　町たばこ税及び特別土地保有税については、法定税率とする。
４　納期等その他の事項について、各町差異のあるものについては、合併時までに調整する。

　事務組織及び機構の取扱いについては、次のとおりとする。
　新町の事務組織及び機構は、「新町の事務所の位置」の確認事項を踏まえ、「新町における事務組織・機構の
整備方針」に基づき、本庁舎への管理機能の集約化と現有庁舎の有効活用を前提に、住民の利便性に考慮した支
所・出張所の機能を確保しながら、職員定数の適正化を図りつつ、段階的に整備するものとする。

２　合併協議会の協議状況

設置している小委員会名

　平成17年１月から平成18年３月までの間に16回の合併協議会が開催された。
①新町の名称に関する小委員会　②議会議員の定数及び任期の取扱いに関する小委員会　③町章候補選定小委員
会

合併協議会設置までの経
過

http://www2.town.fukuoka-katsuyama.lg.jp/gappei/ gappei@bridge.ocn.ne.jp

梅本　正（勝山町長）　 井上　三三（勝山町）

平17.１ ３町の各議会で合併協議会設置議案を可決。同月31日に法定協議会設置。

Ｅメールアドレス

　財産及び債務の取扱いについては、次のとおりとする。
１　３町の所有する財産及び債務は、すべて新町に引き継ぐものとする。
２　犀川財産区、城井財産区、伊良原財産区、諫山財産区及び黒田財産区の財産は、すべて新町に引き継ぐもの
とする。

主な合併協
定項目（市
町村議会の
議決事項及
び合併市町
村の条例事
項）の協議
状況

　合併の方式については、次のとおりとする。
　犀川町、勝山町及び豊津町を廃し、その区域をもって新しい町を設置する新設合併とする。

　議会議員の定数及び任期の取扱いについては、次のとおりとする。
１　議会議員の任期については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、合併の
日から平成19年４月30日まで引き続き新町の議会議員として在任する。
２　在任特例適用後の議会議員の定数については、18人とする。

　農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについては、次のとおりとする。
１　３町の農業委員会の選挙による委員の任期については、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１
号の規定を適用し、合併の日から１年間、引き続き新町の農業委員会の委員として在任する。
２　新町の農業委員会の選挙による委員の定数については、18名とする。

廃止年月日 平成18年3月19日犀川町、勝山町、豊津町



合併協議会支援交付金等

合併重点支援地域の指定

県職員の参画状況

国の財政支援措置 単位：億円 合併手続き
113.5 年　月　日

107.8 平成17年3月9日 市町村建設計画決定

75.5 －

11.7 平成17年3月14日

11.1
平成17年3月17日　豊津
平成17年3月18日　勝山
平成17年3月22日　犀川

7.8 平成17年3月25日

2.7 ー

6.8 ー

未定 平成17年6月7日

福岡県の財政支援措置 単位：億円 平成17年6月24日

6.0 平成17年6月24日

1.0 平成17年7月21日

４　合併市町村に関するデータ

５　合併関係市町村等に関するデータ
（１）人口・面積等

 住基人口

平2.10.1 平7.10.1 平12.10.1 平17.3.31

犀川町 8,660 8,132 7,433 7,575 30.7 98.00 406228 II-2
勝山町 7,587 7,602 7,415 7,125 24.4 33.94 406236 II-3
豊津町 9,176 8,955 8,919 8,868 20.9 19.34 406244 III-4

計 25,423 24,689 23,767 23,568 25 151.28

（２）産業別就業人口（平成12年国勢調査）

（人） 率（%） （人） 率（%） （人） 率（%）

犀川町 526 15.4 1,179 34.5 1,699 49.8 3,414
勝山町 374 11.5 1,160 35.8 1,704 52.5 3,244
豊津町 285 7.3 1,439 36.8 2,179 55.7 3,912

計 1,185 11.2 3,778 35.7 5,582 52.8 10,570

（３）市町村長、議員の任期等
市町村長

任期 任期 定数 普通会計 公営事業会計 計

犀川町 平17.8.29 平19.4.29 16 91 6 97
勝山町 平19.5.29 平18.3.29 14 80 6 86
豊津町 平18.7.9 平20.2.29 16 85 9 94

46 256 21 277

新町職務執行者 梅本　正（前勝山町長）任期：平18.3.20～平18.4.22

新町町長 白石　春夫（前犀川町長）任期：平18.4.23～平22.4.22

市町村

市町村議会議員 職員数（平17.4.1）

市町村名

第１次産業 第２次産業 第３次産業

計

合併市町村振興基金の標準基金規模

協議回答（国→県）

県議会に議案提案

類  型

県議会議決

県知事決定処分

総務大臣告示

合併市町村補助金

計

     普通交付税算入額（起債充当額の70％）

平成13年度、京築１市５町合併任意協議会に対して合併協議会支援交付金を交付。

手続内容等

福岡県市町村合併推進特例交付金

市町村名

国 勢 調 査 人 口

合併協議会アドバイザーとして、地方課合併支援室企画主幹を派遣

基本額

増加人口加算

市町村議会最終議決

廃置分合申請

市制施行協議（県→国）普通交付税措置（合併補正）

標準全体事業費（起債上限額）

合併直後の臨
時的経費に対
する財政措置
等

市町村建設計画の概要
（計画期間、将来ビジョ
ン、主要プロジェクト、
県事業等）

計画期間：合併後10年間
将来像：
　京都地域発展の一翼を担う生活・文化・自然共生のまち
　－交流と連携による、ゆとりある活力に満ちた生活・環境都市を目指して－
基本目標：
（１）自然と環境を大切にし、快適に生活できるまち
（２）魅力ある産業の自立と再生のまち
（３）生涯健康、生涯現役の高福祉のまち
（４）優れた交通環境を活用した交流のまち
（５）地域全体で支える教育・文化づくりのまち
（６）住民と行政の協働による創造性あふれるまち
県事業：
①主要道路網・交通体系の整備
②産業振興の整備
③交通安全施設整備
④治山治水整備

合併協議会における合併の
可否の決定

合併調印式

３　県・国の主な支援策・手続

特別交付税措置

     普通交付税算入額（起債充当額の70％）

合併特例債

平成17年３月31日指定

     起債充当額（標準全体事業費の95％）

     起債充当額（標準基金規模の95％）

市町村
コード

Ｈ１２国調
高齢化率
（%）

総面積（平
成17.10.1）

ｋｍ2



（４）財政指標

標準財政規模
平16決算

経常収支比
率平16決算

公債費負担
比率平16決
算

起債制限比
率(3か年平
均)

土地開発公
社土地保有
高平16決算

（百万円） （%） （%） （%） （百万円）

犀川町 2,309 99.9 0.22 19.6 6.2 1,251 1,179 7 94.4
勝山町 1,756 98.6 0.43 14.3 8.6 779 768 93.8
豊津町 2,075 101.0 0.32 17.5 11.2 118 200 92.3

（５）主な広域行政等
市町村名 ごみ処理 し尿処理 消防・救急 広域計画等 退職手当 学校給食 上水道

犀川町

勝山町

豊津町 （町単独）

行橋市・苅
田町・豊津
町介護認定
審査会

市町村名 公平委員会 急患センター 協議会
公務災害補
償

犀川町

勝山町

豊津町

（６）公営企業の設置状況
市町村名 公共下水道 簡水 農業集落排水

犀川町 ○

勝山町 ○

豊津町 ○ ○ ○

（７）地域指定等

市町村名

都市計画区域 過疎地域 辺地地域
農村地域工
業等導入地
区

工業再配置
誘導地域

農業振興地
域

雇用機会増大促進地域
地方拠点都
市地域

振興山村

犀川町 ○ ○ 農工計画策定済 誘 導 ○ ○ 福岡県北東部 一 部

勝山町 農工計画策定済 誘 導 ○ ○ 福岡県北東部

豊津町 都計区域 農工計画策定済 誘 導 ○ ○ 福岡県北東部

市町村名 特定農山村 国定公園 県立公園

犀川町 全 域 ○ ○

勝山町 ○

豊津町

（８）広域圏構想等

市町村名

快適生活圏構
想

福岡県市町
村合併推進
要綱

広域行政圏
保健医療計
画(二次医療
圏)

高齢者福祉
計画

ゴミ処理広
域化計画

総合農協
（現行）

特定地域振
興計画

犀川町 福岡みやこ

勝山町 福岡勝山

豊津町 福岡みやこ

６　県・国行政管轄区域等
（１）県の主な行政管轄区域等

（保健所機能） （福祉事務所機能）

犀川町

勝山町

豊津町

※保健福祉環境事務所内に保健所が設置されている。

京築地区水
道企業団

県議会選挙
区（定数）

京都郡(1)
京都地域農
業改良普及
センター

北九州家畜保健衛生所

京築広域市
町村圏事務
組合

京都郡公平委
員会

市町村名
警察署 県税事務所

保健福祉環境事務所
農林事務所

地域農業改
良普及セン
ター

家畜保健衛生所 土木事務所

市町村名

財政力指数
(平14～16)

積立金現在高
平16決算

財調等　　特定目的

ラスパイレ
ス指数
(平17.4.1)

（百万円）

介護保険

行橋市外３箇
町清掃施設組
合

京築広域市
町村圏事務
組合

豊前広域環
境施設組合

京築広域市
町村圏事務
組合

福岡県介護保険広域連合

行橋土木事
務所

田川・京築
ゾーンの一部

合併パター
ンＡ内

京築広域
市町村圏内

京築地区保
健医療圏内

京築保健福
祉環境事務
所

行橋警察署
行橋県税事
務所

※京築保健
所

行橋農林事
務所

京築地区保
健福祉圏域
内

京都
ブロック内

京築地域振
興計画

京築広域市
町村圏事務
組合

京築地域視
聴覚教育協
議会

福岡県市町
村消防団員
等公務災害
補償組合

福岡県市町村職員退職
手当組合



（２）国の主な行政管轄区域等

犀川町

勝山町

豊津町

衆議院小選挙区

行橋支局
行橋労働基
準監督署

行橋公共職
業安定所

小倉南社会
保険事務所

行橋税務署 ０９３０ １１区

市町村名
法務局 労働基準監督署 公共職業安定所 社会保険事務所 税務署 市外局番


